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　この地図は私たちが住む町内を「まち歩き」して、災害が発生した時の被害や危険箇所の想定を表し
たものです。この地図を参考にして実際に歩いてみましょう。新しい情報が見つかるかも知れません。
そして家庭や近隣で話し合い、各家庭で独自の情報や複数の避難ルート、新しい情報を加筆していっ
てください。　避難の際はこの地図を参考にルート状況等を確認し、家族や近隣に声を掛けあって早
めの行動に移してください。また、指定避難所へ行く以外にも複数の避難先を考えておきましょう。　
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熊本市中島校区第２町内自治会地域版ハザードマップ 作成：令和４年（2022年）9月

熊本市ハザードマップ
防災ポータル

山下阿蘇神社山下阿蘇神社

中島中央公園中島中央公園

かおるこども園かおるこども園

中島地域コミュニティセンター中島地域コミュニティセンター
中島小学校中島小学校

ばんが橋ばんが橋

ゆたか学園ゆたか学園

山下公民館山下公民館

除  川除  川

観音堂観音堂
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熊本市指定緊急避難所・場所

西部公民館
河内交流室･公民館

花園まちセン・公民館
芳野コミュニティセンター

最初に開設する基本避難所（西区内4カ所）

災害状況に応じて開設する避難所（校区内１カ所）

指定緊急避難場所（屋外）
中島小学校

●市が指定する避難所の開設や避難状況等は、最新の情報を各自で確認し
　早めの避難行動に役立てましょう。

中島中央公園

（校区外には市小中学校）

白川中原緑地

危機管理防災総室
熊本市水防本部
熊本市西区水防本部
熊本市西区土木センター
熊本市西消防署
西消防署 小島出張所
熊本県南警察署
南警察署中島駐在所

328-2490
328-2222
329-1142
355-2937
325-0119
329-1080
326-0110
329-3801

防災等関係機関の連絡先

通行注意通行注意

通行注意通行注意

通行注意通行注意

市指定一時避難場所
防災に関して気になる箇所
警察署・交番
消火栓
保育園・幼稚園
障がい者支援施設
井戸
　　AED

井

AED

国・県・市道または主要道路
行き止まりまたは狭い道路
河川・水路
付近の標高（m）

津波ハザードマップ

0.5m未満

0.5m以上3.0m未満

文文

5m

3m

0.5m

3～4階 5m～10m未満

（2階床上～軒下浸水）
3m～5m未満

0.5m～3m未満

（1階床下浸水）0.5m未満

2階

1階床下

地点A

高潮

洪水

（3階床上浸水～4階床下浸水）

※0.5m以上から屋外での
　避難行動は困難になります。

洪水・高潮浸水深度（最大値）

名　称

中島小学校

中島中央公園

白川中原緑地

災害種別施設
種別

運動場

校　舎

体育館

公　園

河川敷

地
震

洪
水

高
潮

土
砂

津
波

○

× ×

○

×

○ △ △ ○

○ △ △ ○

×

○

× ×

○

×

○

× ×

○

×
※

指定緊急避難場所(一時避難場所)について
 　　　（運動場、校舎、体育館、公園、河川敷）

ア．地震
「○」… 建物については、耐震性があるもの。
「△」… 建物については、耐震性が一部十分でないもの。
「×」… 建物については、耐震性がないもの。 　　

イ．洪水・高潮
「○」… 洪水及び高潮ハザードマップ（H23.3）において

浸水域ではないもの。
「△」… 洪水及び高潮ハザードマップ（H23.3）において

浸水域であるが、垂直避難が可能なもの。
「×」… 洪水浸水想定区域図や高潮ハザードマップ

（H23.3）において浸水域であり、垂直避難が困難
なもの。

 ウ．土砂
「○」… 土砂災害警戒区域等に指定されておらず、周辺経

路等の全てが安全避難できるもの。
「×」… 土砂災害警戒区域等に指定されており、また、周辺

経路等についても土砂特別警戒区域等に指定され
ており、安全に避難できないもの。

エ．津波
「○」… 津波ハザードマップにおいて津波警戒ライン内で

はないもの。
「×」… 津波ハザードマップにおいて津波警戒ライン内で

あるもの。

●記号表記については、国・県が公表したデータを基に表示。
●市が指定緊急避難場所として使用する際は、災害の規模、
性状、状況等により異なることから、避難施設や周辺の被
害状況等の安全性に留意し、使用の可否を判断する必要が
ある。

 ※ … 津波ハザードマップにおいて津波警戒ライン内であるが、
垂直避難の代替場所がない場合や、危険が差し迫っている
場合を考慮し使用の可否を判断する。「中島校区防災連絡
会会長」

A


